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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両走行中にエンジンと駆動輪との間に設けられたクラッチを解放して惰性走行させる
惰行制御を実行可能に構成された車両の制御装置であって、
　前記惰行制御の実行中に操作部材が操作され、前記惰行制御が終了される場合に、前記
操作部材に対する操作態様に応じて前記クラッチの係合速度を調整するように構成されて
おり、
　前記操作部材は、ブレーキペダルおよびステアリングホイールのうちの少なくとも１つ
を含み、
　前記操作態様は、操作速度、操作量および操作力のうちの少なくとも１つを含み、
　前記ブレーキペダルが前記操作部材に含まれる場合に、前記惰行制御の実行中に前記ブ
レーキペダルが操作されて前記惰行制御が終了されるときに、前記ブレーキペダルに対す
る前記操作態様が大きいほど前記クラッチの係合速度を大きくするように構成され、
　前記ステアリングホイールが前記操作部材に含まれる場合に、前記惰行制御の実行中に
前記ステアリングホイールが操作されて前記惰行制御が終了されるときに、前記ステアリ
ングホイールに対する前記操作態様が大きいほど前記クラッチの係合速度を大きくするよ
うに構成されていることを特徴とする車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、車両の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、走行用の駆動力源であるエンジンを備える車両を制御する車両の制御装置が知ら
れている（たとえば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載された車両の制御装置は、車両走行中にエンジンと駆動輪との間に設
けられたクラッチを解放して惰性走行（フリーラン）させる惰行制御を実行可能に構成さ
れている。具体的には、車両走行中に惰行制御が開始されると、クラッチが解放されると
ともに、エンジンが自動的に停止される。その後、惰行制御が終了されると、クラッチが
係合されるとともに、エンジンが自動的に再始動される。このように、惰行制御を行うこ
とにより、燃費の改善を図ることが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１５６４９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、従来の車両の制御装置では、惰行制御が終了され、クラッチが係合されるとき
の係合速度について考慮されておらず、改善の余地がある。たとえば、ブレーキペダルが
緩やかに操作されて惰行制御が終了されるときに、クラッチが係合して急速にエンジンブ
レーキがかかると、運転者に違和感を与えるおそれがある。
【０００６】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、本発明の目的は、惰行制
御の終了時に運転者に違和感を与えるのを抑制することが可能な車両の制御装置を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明による車両の制御装置は、車両走行中にエンジンと駆動輪との間に設けられたク
ラッチを解放して惰性走行させる惰行制御を実行可能なものであり、惰行制御の実行中に
操作部材が操作され、惰行制御が終了される場合に、操作部材に対する操作態様に応じて
クラッチの係合速度を調整するように構成されている。操作部材は、ブレーキペダルおよ
びステアリングホイールのうちの少なくとも１つを含む。操作態様は、操作速度、操作量
および操作力のうちの少なくとも１つを含む。車両の制御装置は、ブレーキペダルが操作
部材に含まれる場合に、惰行制御の実行中にブレーキペダルが操作されて惰行制御が終了
されるときに、ブレーキペダルに対する操作態様が大きいほどクラッチの係合速度を大き
くするように構成されている。車両の制御装置は、ステアリングホイールが操作部材に含
まれる場合に、惰行制御の実行中にステアリングホイールが操作されて惰行制御が終了さ
れるときに、ステアリングホイールに対する操作態様が大きいほどクラッチの係合速度を
大きくするように構成されている。
【０００８】
　このように構成することによって、操作部材に対する操作態様に応じてクラッチの係合
速度を調整することにより、エンジンブレーキやエンジンからの駆動力の立ち上がりを調
整することができるので、運転者に違和感を与えるのを抑制することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の車両の制御装置によれば、惰行制御の終了時に運転者に違和感を与えるのを抑
制することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】本発明の一実施形態によるＥＣＵを備える車両の概略構成を示した図である。
【図２】図１のＥＣＵを示したブロック図である。
【図３】本実施形態の車両における惰行制御の終了時の動作を説明するためのフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１２】
　まず、図１および図２を参照して、本発明の一実施形態によるＥＣＵ５を備える車両１
００について説明する。
【００１３】
　車両１００は、図１に示すように、エンジン１と、変速機２と、デファレンシャル装置
３と、駆動輪（前輪）４と、ＥＣＵ５とを備えている。この車両１００は、たとえばＦＦ
（フロントエンジン・フロントドライブ）方式であり、エンジン１の出力が変速機２を介
してデファレンシャル装置３に伝達され、左右の駆動輪４に分配されるようになっている
。
【００１４】
　－エンジン－
　エンジン（内燃機関）１は、走行用の駆動力源であり、たとえば多気筒ガソリンエンジ
ンである。エンジン１は、スロットルバルブのスロットル開度（吸入空気量）、燃料噴射
量、点火時期などにより運転状態を制御可能に構成されている。
【００１５】
　－変速機－
　変速機２は、エンジン１と駆動輪４との間の動力伝達経路に設けられており、入力軸の
回転を変速して出力軸に出力するように構成されている。この変速機２では、入力軸がエ
ンジン１に連結され、出力軸がデファレンシャル装置３などを介して駆動輪４に連結され
ている。また、変速機２にはクラッチ２１が設けられ、そのクラッチ２１によりエンジン
１と駆動輪４とが選択的に連結されるようになっている。具体的には、クラッチ２１が係
合された場合に、エンジン１と駆動輪４との間の動力伝達経路が接続され、クラッチ２１
が解放された場合に、エンジン１と駆動輪４との間の動力伝達経路が切断される。
【００１６】
　－ＥＣＵ－
　ＥＣＵ５は、エンジン１の運転制御および変速機２の変速制御などを行うように構成さ
れている。具体的には、ＥＣＵ５は、図２に示すように、ＣＰＵ５１と、ＲＯＭ５２と、
ＲＡＭ５３と、バックアップＲＡＭ５４と、入力インターフェース５５と、出力インター
フェース５６とを含んでいる。なお、ＥＣＵ５は、本発明の「車両の制御装置」の一例で
ある。
【００１７】
　ＣＰＵ５１は、ＲＯＭ５２に記憶された各種制御プログラムやマップに基づいて演算処
理を実行する。ＲＯＭ５２には、各種制御プログラムや、それら各種制御プログラムを実
行する際に参照されるマップなどが記憶されている。ＲＡＭ５３は、ＣＰＵ５１による演
算結果や各センサの検出結果などを一時的に記憶するメモリである。バックアップＲＡＭ
５４は、イグニッションをオフする際に保存すべきデータなどを記憶する不揮発性のメモ
リである。
【００１８】
　入力インターフェース５５には、クランクポジションセンサ６１、アクセル開度センサ
６２、スロットル開度センサ６３、車速センサ６４、ブレーキペダルセンサ６５および操
舵角センサ６６などが接続されている。
【００１９】
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　クランクポジションセンサ６１は、エンジン１の回転速度（角速度）を算出するために
設けられている。アクセル開度センサ６２は、アクセルペダル６２ａの踏込量（アクセル
操作量）を検出するために設けられている。スロットル開度センサ６３は、スロットルバ
ルブのスロットル開度を検出するために設けられている。車速センサ６４は、車両１００
の車速を算出するために設けられている。ブレーキペダルセンサ６５は、ブレーキペダル
６５ａの踏込量（ブレーキ操作量）を検出するために設けられている。操舵角センサ６６
は、ステアリングホイール６６ａの操舵角（ステアリング操作量）を検出するために設け
られている。なお、アクセルペダル６２ａ、ブレーキペダル６５ａおよびステアリングホ
イール６６ａは、本発明の「操作部材」の一例である。
【００２０】
　出力インターフェース５６には、インジェクタ７１、イグナイタ７２、スロットルモー
タ７３および油圧制御装置７４などが接続されている。インジェクタ７１は、燃料噴射弁
であり、燃料噴射量を調整可能である。イグナイタ７２は、点火プラグによる点火時期を
調整するために設けられている。スロットルモータ７３は、スロットルバルブのスロット
ル開度を調整するために設けられている。油圧制御装置７４は、変速機２の変速比を変更
したり、クラッチ２１のトルク容量（クラッチトルク）を調整してクラッチ２１の状態（
係合および解放）を制御するために設けられている。
【００２１】
　そして、ＥＣＵ５は、各センサの検出結果などに基づいて、スロットル開度、燃料噴射
量および点火時期などを制御することにより、エンジン１の運転状態を制御可能に構成さ
れている。また、ＥＣＵ５は、油圧制御装置７４を用いて変速機２の変速制御を実行可能
に構成されている。
【００２２】
　ここで、本実施形態では、ＥＣＵ５は、車両走行中にクラッチ２１を解放して惰性走行
（フリーラン）させる惰行制御を実行可能に構成されている。この惰行制御時には、油圧
制御装置７４によりクラッチ２１が解放されるとともに、エンジン１の運転が停止される
。このため、惰行制御を行うことにより、燃費の改善を図ることが可能である。
【００２３】
　具体的に、ＥＣＵ５は、車両走行中にアクセル操作が解除され、惰行制御が開始される
場合に、クラッチ２１を解放させるとともに、エンジン１を自動的に停止させる。そして
、ＥＣＵ５は、惰行制御の実行中に、ブレーキ操作、アクセル操作またはステアリング操
作がされ、惰行制御が終了される場合に、クラッチ２１を係合させるとともに、エンジン
１を自動的に再始動させる。本実施形態では、この惰行制御の終了時に、ブレーキペダル
６５ａ、アクセルペダル６２ａおよびステアリングホイール６６ａに対する操作態様に応
じてクラッチ２１の係合速度が調整されるようになっている。なお、クラッチ２１の係合
速度が変更されると、クラッチ２１の係合が完了されるまでの時間が変更される。
【００２４】
　－惰行制御の終了－
　次に、図３を参照して、本実施形態の車両１００における惰行制御の終了時の動作につ
いて説明する。なお、以下のフローは所定の時間間隔毎に繰り返し行われる。また、以下
の各ステップはＥＣＵ５により実行される。
【００２５】
　まず、図３のステップＳ１において、惰行制御の実行中であるか否かが判断される。そ
して、惰行制御の実行中であると判断された場合には、ステップＳ２に移る。その一方、
惰行制御の実行中ではないと判断された場合には、リターンに移る。
【００２６】
　次に、ステップＳ２において、ブレーキ操作がされたか否かが判断される。このブレー
キ操作がされたか否かは、たとえばブレーキペダルセンサ６５の検出結果に基づいて判断
される。そして、ブレーキ操作がされたと判断された場合には、惰行制御が終了されるた
め、エンジン１が再始動され、ステップＳ３に移る。その一方、ブレーキ操作がされてい
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ないと判断された場合には、ステップＳ４に移る。
【００２７】
　ステップＳ３では、ブレーキ操作に応じてクラッチ２１の係合速度が調整される。たと
えば、ブレーキペダル６５ａに対する操作速度（踏込速度）が大きいほど、クラッチ２１
の係合速度が大きくされる。このため、ブレーキペダル６５ａに対する操作速度が大きい
場合には、クラッチ２１が急速に係合され、エンジンブレーキが急速に立ち上がる。一方
、ブレーキペダル６５ａに対する操作速度が小さい場合には、クラッチ２１が緩やかに係
合され、エンジンブレーキが徐々に立ち上がる。したがって、運転者の意図が反映される
ブレーキ操作に応じて、エンジンブレーキの立ち上がり（上昇度合い）を調整することに
より、運転者に違和感を与えるのを抑制することが可能である。その後、リターンに移る
。
【００２８】
　また、ステップＳ４において、アクセル操作がされたか否かが判断される。このアクセ
ル操作がされたか否かは、たとえばアクセル開度センサ６２の検出結果に基づいて判断さ
れる。そして、アクセル操作がされたと判断された場合には、惰行制御が終了されるため
、エンジン１が再始動され、ステップＳ５に移る。その一方、アクセル操作がされていな
いと判断された場合には、ステップＳ６に移る。
【００２９】
　ステップＳ５では、アクセル操作に応じてクラッチ２１の係合速度が調整される。たと
えば、アクセルペダル６２ａに対する操作速度（踏込速度）が大きいほど、クラッチ２１
の係合速度が大きくされる。このため、アクセルペダル６２ａに対する操作速度が大きい
場合には、クラッチ２１が急速に係合され、エンジン１からの駆動力が急速に立ち上がる
。一方、アクセルペダル６２ａに対する操作速度が小さい場合には、クラッチ２１が緩や
かに係合され、エンジン１からの駆動力が徐々に立ち上がる。したがって、運転者の意図
が反映されるアクセル操作に応じて、エンジン１からの駆動力の立ち上がり（上昇度合い
）を調整することにより、運転者に違和感を与えるのを抑制することが可能である。その
後、リターンに移る。
【００３０】
　また、ステップＳ６において、ステアリング操作がされたか否かが判断される。このス
テアリング操作がされたか否かは、たとえば操舵角センサ６６の検出結果に基づいて判断
される。そして、ステアリング操作がされたと判断された場合には、惰行制御が終了され
るため、エンジン１が再始動され、ステップＳ７に移る。その一方、ステアリング操作が
されていないと判断された場合には、惰行制御が継続され、リターンに移る。
【００３１】
　ステップＳ７では、ステアリング操作に応じてクラッチ２１の係合速度が調整される。
たとえば、ステアリングホイール６６ａに対する操作速度（操舵速度）が大きいほど、ク
ラッチ２１の係合速度が大きくされる。このため、ステアリングホイール６６ａに対する
操作速度が大きい場合には、クラッチ２１が急速に係合され、エンジンブレーキまたはエ
ンジン１からの駆動力が急速に立ち上がる。一方、ステアリングホイール６６ａに対する
操作速度が小さい場合には、クラッチ２１が緩やかに係合され、エンジンブレーキまたは
エンジン１からの駆動力が徐々に立ち上がる。したがって、運転者の意図が反映されるス
テアリング操作に応じて、エンジンブレーキまたはエンジン１からの駆動力の立ち上がり
（上昇度合い）を調整することにより、運転者に違和感を与えるのを抑制することが可能
である。なお、エンジンブレーキが立ち上がるかエンジン１からの駆動力が立ち上がるか
は、エンジン１の運転状態によって異なる。その後、リターンに移る。
【００３２】
　－効果－
　本実施形態では、上記のように、ブレーキペダル６５ａ、アクセルペダル６２ａおよび
ステアリングホイール６６ａに対する操作態様に応じてクラッチ２１の係合速度を調整す
ることによって、エンジンブレーキやエンジン１からの駆動力の立ち上がり（上昇度合い
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）を調整することができるので、惰行制御の終了時に運転者に違和感を与えるのを抑制す
ることができる。すなわち、惰行制御の終了時においてクラッチ２１が係合する際に、運
転者の意図に応じた加減速とすることができる。
【００３３】
　－他の実施形態－
　なお、今回開示した実施形態は、すべての点で例示であって、限定的な解釈の根拠とな
るものではない。したがって、本発明の技術的範囲は、上記した実施形態のみによって解
釈されるものではなく、特許請求の範囲の記載に基づいて画定される。また、本発明の技
術的範囲には、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる。
【００３４】
　たとえば、本実施形態では、車両１００がＦＦである例を示したが、これに限らず、車
両が、ＦＲ（フロントエンジン・リアドライブ）であってもよいし、４輪駆動であっても
よい。
【００３５】
　また、本実施形態では、走行用の駆動力源としてエンジン１のみが設けられる例を示し
たが、これに限らず、走行用の駆動力源としてエンジンおよび電動モータが設けられてい
てもよい。
【００３６】
　また、本実施形態では、エンジン１が多気筒ガソリンエンジンである例を示したが、こ
れに限らず、エンジンがディーゼルエンジンなどであってもよい。
【００３７】
　また、本実施形態において、変速機２は、有段変速機であってもよいし、無段変速機で
あってもよい。また、エンジン１と駆動輪４とを切断するクラッチ２１が変速機２に設け
られる例を示したが、これに限らず、エンジンと駆動輪とを切断するクラッチが変速機の
外部に設けられていてもよい。
【００３８】
　また、本実施形態では、惰行制御時にエンジン１が停止される例を示したが、これに限
らず、惰行制御時にエンジンが運転されるようにしてもよい。
【００３９】
　また、本実施形態において、惰行制御の開始条件としてその他の条件が設定されていて
もよい。たとえば、惰行制御の開始条件として、ブレーキペダル６５ａが踏まれていない
ことやステアリングホイール６６ａが操舵されていないことなどが設定されていてもよい
。
【００４０】
　また、本実施形態では、惰行制御の終了条件として３つの条件（ブレーキ操作、アクセ
ル操作およびステアリング操作）が設定される例を示したが、これに限らず、惰行制御の
終了条件として、３つの条件のうち少なくともいずれか１つが設定されていればよい。ま
た、惰行制御の終了条件としてその他の条件が設定されていてもよい。
【００４１】
　また、本実施形態のステップＳ３では、ブレーキペダル６５ａに対する操作速度が大き
いほど、クラッチ２１の係合速度を大きくする例を示したが、これに限らず、ブレーキペ
ダルに対する操作量（踏込量）が大きいほど、クラッチの係合速度を大きくしてもよいし
、ブレーキペダルに対する操作力（踏込力）が大きいほど、クラッチの係合速度を大きく
してもよい。また、ブレーキペダルに対する操作速度（操作量、操作力）が所定値以上の
場合に、クラッチの係合速度を第１速度に設定し、ブレーキペダルに対する操作速度（操
作量、操作力）が所定値未満の場合に、クラッチの係合速度を第１速度よりも小さい第２
速度に設定するようにしてもよい。また、操作速度、操作量および操作力を適宜組み合わ
せて係合速度を判断するようにしてもよい。なお、操作速度、操作量および操作力は、本
発明の「操作態様」の一例である。
【００４２】
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　また、本実施形態のステップＳ５では、アクセルペダル６２ａに対する操作速度が大き
いほど、クラッチ２１の係合速度を大きくする例を示したが、これに限らず、アクセルペ
ダルに対する操作量（踏込量）が大きいほど、クラッチの係合速度を大きくしてもよいし
、アクセルペダルに対する操作力（踏込力）が大きいほど、クラッチの係合速度を大きく
してもよい。また、アクセルペダルに対する操作速度（操作量、操作力）が所定値以上の
場合に、クラッチの係合速度を第１速度に設定し、アクセルペダルに対する操作速度（操
作量、操作力）が所定値未満の場合に、クラッチの係合速度を第１速度よりも小さい第２
速度に設定するようにしてもよい。また、操作速度、操作量および操作力を適宜組み合わ
せて係合速度を判断するようにしてもよい。なお、操作速度、操作量および操作力は、本
発明の「操作態様」の一例である。
【００４３】
　また、本実施形態のステップＳ７では、ステアリングホイール６６ａに対する操作速度
が大きいほど、クラッチ２１の係合速度を大きくする例を示したが、これに限らず、ステ
アリングホイールに対する操作量（操舵角）が大きいほど、クラッチの係合速度を大きく
してもよいし、ステアリングホイールに対する操作力（操舵トルク）が大きいほど、クラ
ッチの係合速度を大きくしてもよい。また、ステアリングホイールに対する操作速度（操
作量、操作力）が所定値以上の場合に、クラッチの係合速度を第１速度に設定し、ステア
リングホイールに対する操作速度（操作量、操作力）が所定値未満の場合に、クラッチの
係合速度を第１速度よりも小さい第２速度に設定するようにしてもよい。また、操作速度
、操作量および操作力を適宜組み合わせて係合速度を判断するようにしてもよい。なお、
操作速度、操作量および操作力は、本発明の「操作態様」の一例である。
【００４４】
　また、本実施形態において、ＥＣＵ５が複数のＥＣＵにより構成されていてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明は、車両走行中にエンジンと駆動輪との間に設けられたクラッチを解放して惰性
走行させる惰行制御を実行可能な車両の制御装置に利用可能である。
【符号の説明】
【００４６】
　１　　　エンジン
　４　　　駆動輪
　５　　　ＥＣＵ（車両の制御装置）
　２１　　クラッチ
　６２ａ　アクセルペダル（操作部材）
　６５ａ　ブレーキペダル（操作部材）
　６６ａ　ステアリングホイール（操作部材）
　１００　車両
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